
 

 

 

 

 

 

 

９月 30 日（火）、富士市文化会館ロゼシアターの大ホールにて「紅陽祭～文化の部～」

を開催しました。本年度のスローガン「紡ぐ」の達成を目指し、当日まで、どのクラス

も、自分たちの合唱をより良くしようと、仲間と話し合いを重ね、力を合わせて取り組ん

できました。 

開会式では、全校生徒による校歌斉唱に始まり、生徒会長より「文化の部」にかける思

いが伝えられました。各クラスのステージでの発表は、今までの練習の成果を発揮し、素

晴らしい演奏や合唱が披露され、感動あるステージとなりました。演奏後は、どのクラス

にも温かく大きな拍手が贈られ、どの生徒も自他を認め合える場となりました。 

閉会式では校長から、「文化の部に向けた活動の中で、伴奏者、指揮者、歌い手の団結

力のすばらしさはもちろん、各クラスの『発心』する合唱への思いを、真剣に『受心』し

ようとする皆さんの姿に感動しました」という、一つの行事を通して、吉原一中が一回り

大きくなれたという講評がありました。 

感動の「紅陽祭～文化の部」に続きまして、10 月 31

日（金）には体育の部が開催されます。「体育の部」

でも、さらにスローガン「紡ぐ」の達成に向け、生徒

の皆さんの活躍を期待しております。保護者の皆様に

おかれましても、合唱とはまた違った吉原一中の姿を

ご覧いただければと思います。 

 

紅陽祭～体育の部～の画像・動画等の撮影について 
 「紅陽祭～文化の部～」では、写真や動画の撮影について、ご理解とご協力をいただき

感謝いたします。次回の「体育の部」におかれましては、写真や動画の撮影は、撮影場所

の制限はありますが、撮影は可能となります。ぜひ、お子様の活躍を撮影し大切な思い出

にしていただければと思います。 

 なお、保護者様の撮影につきまして、撮影した画像等の利用は、私的利用の範囲に限り

ます。その範囲を超えての利用（公開）は肖像権等の侵害になり、原則として認められま

せん。撮影後の画像等の取り扱いにつきましても、ご理解とご協力をいただければ幸いで

す。 

 （１）特に問題がないとされる利用方法 

撮影した写真を家庭で印刷してアルバムを作成したり、撮影したビデオを家庭のテ

レビで鑑賞したりすること。 

 （２）個人情報の流出や肖像権の侵害の恐れのある利用方法 

   写真に写り込んでいる人物全員から許可を得られていない画像や動画を、ＳＮＳ上

に投稿すること。 

 

コミュニティ・スクール 令和７年 10月 10日 

吉原一中だより 10 月号 
校    訓 「豊かな情操 高い知性 強い体位」 
学校教育目標 「あこがれ チャレンジ 笑顔」 
重 点 目 標   「わたしも大切 あなたも大切」 

雄 志 



地域とともに～ボランティア活動で地域に貢献～ 
 吉原一中には、年間を通じてたくさんのボランティアへの協力依頼が届きます。そんな

募集に対して、日ごろお世話になっている方々へ少しでもお返しができることを願い、９

月末現在で 100 名近い生徒が参加しております。催しの責任者の方々からは、毎回多くの

感謝のお言葉をいただいております。10月以降も多くの

活動が計画されておりますので、地域で活躍する吉原一

中生の姿をたくさん見られることを期待しております。 

そのほかにも「道路に設置されていた工事の表示看板

が倒れていたところを中学生がもとに立て直して本当に

助かった」や「道路で体調を崩した高齢の方を介助する

とともに、まちづくりセンターまで付き添い救助してく

れた」など、地域に貢献するお話ややさしい行動のお知

らせを聞くと、本当にうれしく思います。 

 

ＰＴＡ奉仕作業へのご協力ありがとうございました。 
 第２回奉仕作業が、10 月４日（土）に行われまし

た。３年生と保護者の皆様にご協力いただき、草刈

りなどの作業を行いました。おかげをもちまして、

校地内がとてもきれいになりました。今月末に行わ

れる「紅陽祭～体育の部～」や授業、部活動など、

今後も充実した教育活動につなげていきたいと思い

ます。 

 

本校の教職員のデジタル端末による撮影について 
 各地で教職員による不祥事、特に教師が児童生徒を盗撮する等の事案が多く報道され、

保護者の皆様にはご心配をおかけしています。 

デジタル端末による写真撮影につきましては、各種たより等に掲載したり、校内の掲示

物の作成に活用したり、次年度に向けての記録として残したりするなどの目的で、必要な

ものと考えております。 

現在、教職員個人のスマートフォンやタブレットでの撮影は禁止しているところです

が、デジタルカメラによる撮影についても、以下のとおりとしてまいります。 

〇原則として、学校所有のデジタルカメラ及びＳＤカードを使用します。 

〇やむを得ず、個人所有のデジタルカメラ等を使用する場合は、管理職の許可がなけれ

ば使用できません。 

〇撮影後は、管理職立ち合いのもと、職員共有の写真フォルダにデータを移し、ＳＤカ

ードのデータを、管理職立会いのもと、消去します。 

なお、本校に、使用可能なデジタルカメラが３台ありますが、学校行事等で、もう少し

必要となるため、このたび、ＰＴＡ会費からデジタルカメラを２台、購入させていただき

ました。ありがとうございました。 

 

＜９／２９（日）開催 

わくわくＦＥＳＴＡ伝法にて＞ 


